
 

 

 

 

 

株式会社丸庄工務所様が「ＳＤＧｓ宣言書」を策定されました！ 

～「とうほうＳＤＧｓサポートサービス」による「ＳＤＧｓ宣言書」策定支援～ 

 

東邦銀行（頭取 佐藤 稔）は、お客さまのＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals：持続可能な

開発目標）に関する取組みを支援するため、「とうほうＳＤＧｓサポートサービス（以下、本サービス

とします）」をご提供しております。 

この度、本サービスの利用を通じ、株式会社丸庄工務所様が「ＳＤＧｓ宣言書」を策定されましたの

で、下記のとおりお知らせいたします。 

本サービスは、対話を通してお客さまのＳＤＧｓへの取組状況の確認と、経営課題の見える化を行う

ことで、お客さまの課題解決に向けた具体的な取組みをサポートしております。 

また、診断結果に基づく「ＳＤＧｓ宣言書」の作成により、お客さまの特色ある取組みを発信すると

ともに、社会全体でのＳＤＧｓの機運も高めております。 

当行では、引続きお客さまのニーズに応じたサービスを提供し、お客さまの成長・発展、持続可能な

地域社会の実現に貢献してまいります。 

記 

 

発行企業 株式会社丸庄工務所 

代 表 者 代表取締役 荒川修子 

所 在 地 福島県大沼郡会津美里町字水戸乙２３７５ 

事業内容 土木・建築工事業 

企業概要 

●大正 7年創業。 

地域の暮らしと安全を守るため、これまで多

くの公共施設及びインフラ設備の維持、施工

に努めてまいりました。 

●今後も地域社会へ貢献し、次世代へ繋がる豊 

かな環境の橋渡し役を担ってまいります。 

 

 

 

 

 

２０２３年９月２５日 

東邦銀行グループでは、『とうほうＳＤＧｓ宣言』を制定し、グループ

全体で地域経済の活性化や社会的課題の解決に向けた取組みを通して 

“地域社会に貢献する会社へ”を目指しています。 

宣言書を手にする荒川社長 



カテゴリ テーマ 具体的な取組み ＳＤＧｓゴール

人権・労働

人材育成

ハラスメントの禁止

安全衛生

【人材こそが宝です】

　労働環境の透明性に配慮し、社会人としての成長の機会を積極的に提供し

てまいります。

●ユースエール認定企業として、次世代の若者の採用・育成に取組んで

　おります。

●社外研修の受講や資格取得を推奨し、強力にサポートしてまいります。

●ハラスメント禁止に関する会社方針を就業規則に定めております。

●職場の安全性確保の為、安全・衛生パトロールを毎月実施しております。

環境
廃棄物削減

サーキュラー・エコノミー

【環境へ配慮し次世代へバトンを渡します】

　限られた環境資源を次世代へ繋ぐため、環境に配慮した取組みを進めてま

いります。

●事業所や現場の廃棄物は分別を徹底し環境に配慮しております。

●サーキュラー・エコノミーを意識し木材の再利用や耐久性の高い設備を

　導入しております。

●ペーパーレスの推奨、水使用量の削減に取組んでおります。

内部管理

組織体制
情報収集・開示

【法令遵守の徹底・持続可能な組織体制を構築します】

　法令遵守を徹底し、風通しの良い職場づくりを実践しております。

●経営理念や経営目標を共有し、一体感を持った組織体制づくりを実践し

　ております。

●「健康事業所宣言」へ取組むほか、「仕事と生活の調和」推進企業・

　「働く女性」中小企業「基準適合事業主」に認定されております。

●ホームページ開設による企業情報の積極的な開示と発信を行って

　まいります。

製品・サービス
安全性の確保

社会課題の解決

【安全性の確保は絶対です】

　安全性の確保には念には念を入れて取組んでおります。

●現場の工程や安全指導は定例会議や朝礼時に周知徹底を図っております。

●国及び県の仕様書に基づいた施工の徹底、工事工程を遵守しております。

社会貢献

地域貢献
地域経済の活性化

【地域社会への貢献は我々に課せられた使命です】

　地域経済の活性化や地域づくりに積極的に取組んでおります。

●国及び県との防災協定を結び、地域の安全・安心に継続的に携わって

　まいります。

●地域の企業や人とのリレーションを大切にした経営に取組んでおります。

●インターンシップの受入態勢を構築するなど、地元人材の採用強化に

　取組んでおります。

ＳＤＧｓ宣言書
2023年9月13日

株式会社丸庄工務所
当社は国連が提唱する「持続可能な開発目標（SDGs）」に賛同し、持続可能な社会の実現に向けた取組みを以下の通り宣言します。

ＳＤＧｓとは
「持続可能な開発目標（ Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ）」
の略称です。２０１５年９月、国連の「持続可能な開発のための２０３０
アジェンダ」で設定された、２０３０年を期限とする１７のゴール（目標）と
１６９のターゲットのことです。２０３０年までに、あらゆる貧困に終止符を
打ち、不平等を是正し、気候変動に対処するなど「誰一人置き去りに
しない」ための取組みを掲げています。


